
令和８年分農業用軽油免税証一括交付 

 

  

【指定交付日に来場できない場合】 
 ・お住まいの市町の他の地区の指定交付日、又は栃木県庁那須庁舎が交付会場となっている 

1 月 14 日(水)から 1 月 21 日(水)、１月 26 日(月)から２月 4 日(水)(土日を除く)でも申請する
ことができます。混雑緩和のため、極力お住まいの地区の指定交付日に申請をしてください。 

・一括交付期間以外での申請は、免税証を即日交付することはできませんので、ご注意ください。 
【追加交付申請をする場合】 
 ・必要書類をお持ちの上、各指定交付日の午後にお越しください。午前中に追加交付申請の受付はできません。  
【初めて申請する場合】 
 ・申請に必要な書類等をご案内しますので、事前に大田原県税事務所課税課(0287-23-4172)までお問い合わせ 

ください。 
【キャッシュレス決済を使用する場合】 
 ・使用者証の更新手数料がキャッシュレスでの決済が可能になりました。 
   利用可能な支払方法及び決済ブランドは右記の二次元コードでご確認ください。            

 
栃木県公式ホームページ 

（収入証紙のキャッシュレス化について） 



※お願い 
で囲まれた那須庁舎内の外来駐車場をご利用ください。 

那須庁舎内の外来駐車場が満車の際は、那須野が原ハーモニーホール第２駐車場をご利用ください。 


